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平成 19 年度宇治市健全化判断比率及び 

資金不足比率審査意見の提出について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の規定により、

審査に付された平成 19 年度宇治市健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基

礎となる事項を記載した書類を審査した結果について、次のとおり意見を提出する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 19 年度宇治市健全化判断比率審査意見 

 

 

第１ 審査の対象 

  平成19年度決算における健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

第２ 審査の期間 

  平成 20 年 8 月 28 日から平成 20 年 9 月 30 日まで 

 

第３ 審査の方法 

  審査に当たっては、市長から送付を受けた健全化判断比率が適正に算定されているかどう

か、その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が法律等の趣旨に沿って適正に作成さ

れているかどうかを検証し、必要に応じて関係書類の照査や、関係職員の説明を求めて審査

を行った。 

 

第４ 審査の結果 

審査に付された健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び

将来負担比率）は、いずれも適正に算定され、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも法律等の趣旨に沿って適正に作成されているものと認めた。 

  健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準に該当していないことを確認した。 

なお、今後公表される全国各市の健全化判断比率と比較検討し、本市の状況分析に努めら

れたい。 
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  本市の健全化判断比率の状況は、次表のとおりである。 

 

                                      （単位：％） 

健 全 化 判 断 比 率 １９年度 早期健全化基準 

実 質 赤 字 比 率       ―                11.67 

連結実質赤字比率            ―               16.67 

実 質 公 債 費 比 率       4.9              25.0 

将 来 負 担 比 率       8.9             350.0 

 

(注1)  実質赤字比率については、一般会計等の実質収支は黒字であり、実質赤字は生じ 

ておらず、該当がないため、「―」と記載した。 

 

(注2)  連結実質赤字比率については、全会計における連結実質赤字は生じておらず、該 

当がないため、「―」と記載した。 

 

(注3) 実質公債費比率(指数の3年度間の平均)については、資金繰りの危険度を示すも 

のであり、早期健全化基準の25.0％を超えると、平成20年度決算からは財政健全 

化計画の策定が義務付けされることとなるが、早期健全化基準を20.1ポイント下 

回っている。 

 

(注4) 将来負担比率については、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債額が一般財 

政規模の3.5倍を超えると早期健全化段階となり、平成20年度決算からは財政健 

全化計画の策定が義務付けされることとなるが、早期健全化基準を341.1ポイント 

下回っている。 
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平成 19 年度宇治市資金不足比率審査意見 

 

第１ 審査の対象 

  平成19年度決算における次の各会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類 

 １ 公営企業特別会計 

   宇治市水道事業会計 

 ２ 公営企業特別会計以外の特別会計 

(1) 宇治市簡易水道事業特別会計 

(2) 宇治市公共下水道事業特別会計 

 

第２ 審査の期間 

  平成 20 年 8 月 28 日から平成 20 年 9 月 30 日まで 

 

第３ 審査の方法 

  審査に当たっては、市長から送付を受けた資金不足比率が適正に算定されているかどうか、

その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が法律等の趣旨に沿って適正に作成され

ているかどうかを検証し、必要に応じて関係書類の照査や、関係職員の説明を求めて審査を

行った。 

 

第４ 審査の結果 

  審査に付された各会計に係る資金不足比率は、いずれも適正に算定され、その算定の基礎

となる事項を記載した書類は、いずれも法律等の趣旨に沿って適正に作成されているものと

認めた。 

資金不足比率は、いずれの会計においても、経営健全化基準に該当していないことを確認

した。 

なお、今後公表される全国各市の資金不足比率と比較検討し、本市の状況分析に努められ

たい。 
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  本市の資金不足比率の状況は、次表のとおりである。 

 

                                      （単位：％） 

会 計 １９年度 経営健全化基準 

宇 治 市 水 道 事 業 会 計        ― 

宇治市簡易水道事業特別会計        ― 

宇治市公共下水道事業特別会計        ― 

            20.0 

 

（注）  資金不足比率は、会計ごとに資金の不足額を事業の規模で除した比率であり、対 

象となったいずれの会計においても、資金の不足額がないため、「―」と記載した。 
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